行為許可申請書添付書類チェックリスト（Ｎｏ．９）

汚水等の排出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請書様式第１（６）
	添付書類の種類
	必要とされる添付書類の内訳
	チェック

	行為の場所を明らかにした二万五千分の一以上の地形図

	・1/25,000～1/10,000程度の地形図に行為地を明確に記した図面（市町村の管内図でも可。但し、地形図としての情報が不可欠。）
	




	行為地及びその付近の状況を明らかにした五千分の一以上の概況図


	・1/5,000～1/1,000程度の地図上に行為地と周辺の状況が分かるように記した図面。（見取図でも良いが、周辺の道路、住宅地、公共施設、利用施設等との位置関係が明らかにできるもの）
	





	行為地及びその付近の状況を明
らかにした天然色写真

	・行為地の全体が見渡せる写真。
・行為地の状況(林相、現況施設等)が分かる写真
・主要な公園利用地点からの見え方が分かる写真
	




	行為の施行方法を明らかにした千分の一以上の排水設備の








	平面図

	・排水処理の全体計画図（配管経路図等）
・申請にかかる排水施設の詳細な平面図
	



	
	立面図

	・浄化槽等立体構造物については全ての立面図（排水管等線的施設については省略可）
	



	
	断面図

	・申請にかかる排水施設の断面図浄化槽等については縦断図、横断図排水管については断面図（径の分かるもの）
	



	
	構造図

	・申請にかかる排水施設の構造図浄化槽等については、矩形図排水管については不要。集水桝等は構造図
	



	行為の施行方法の表示に必要な図面










	・土地の改変を伴う場合（公園内での残土処分の場合を含む）、その必要書類（Ｎｏ．13参照）
・支障木の伐採を伴う場合は、伐採の範囲、支障木の位置・種類、移植する場合の移植先等を記した平面図等
・仮設の道路、索道等の設置を伴う場合は、その必要書類（Ｎｏ．２又はＮｏ．３参照）
・仮設工作物として作業員の宿泊所を作る場合はその配置図、平面図、立面図、意匠配色図等
・その他の仮設工作物を設ける場合は、その配置図（千分の一以上の平面図上に記載可）

	











	その他

	公図の写し等地番の位置・区域が確認できる資料
	


※浄化槽等を新設して汚水を排水する場合には、「工作物の新築」手続が必要になる場合もある。
